
議案第㸯㸰号 

 

日野町特別医療費助成条例の一部改正について 

 

日野町特別医療費助成条例の一部を別紙のとおࡾ改正すࡿ。 

 

ᖹ成㸱㸮ᖺ㸱月７日提出 

 

日野町長 﨏 田 淳 一 

 



日野町特別医療費助成条例の改正ࡀ必要࡞理由と概要 

 

1 改正理由と内容 

ᖹ成 」0ᖺ 4 月 1日ࠊࡾࡼ持⥆可能࡞医療保険制度を構築すࡿための国民健康保険法

等の一部を改正すࡿ法ᚊࡀ施行さࠕࢀ住所地特例ࠖの規定ࡀ見直さࠋࡿࢀ 

国民健康保険法の規定ࡾࡼ住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被

保険者とさࢀていࡿ者ࡀᚋ期高齢者医療制度加入した場合ࠊ当該住所地特例の適用を

引ࠊࡂ⥅ࡁ従前の住所地のᚋ期高齢者医療広域連合の被保険者とࠋࡿ࡞ 

条例第「条第1項第1号及び第」号規定すࡿ住所地特例対象者国民健康保険法の適

用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とさࢀていࡿ者を含めࠋࡿ 

 

 

ᖹ成 」0ᖺ 4 月 1日施行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的支援すࡿための

法ᚊの一部改正伴いࠊ自立支援医療ついて引用すࡿ条項ࡀ変更とࠋࡿ࡞ 

条例第 」条第 「項の規定ࡾࡼ引用していࡿ条項ࠕ第 5 条第 「「項 をࠖࠕ第 5条 「4 項ࠖ

 ࠋࡿ改正す

 

「 附則 

ᖹ成」0ᖺ4月1日ࡽ施行すࠋࡿ 

 

-「- 



 

   日野町特別医療費助成条例ࡢ一部を改正ࡿࡍ条例 

 

日野町特別医療費助成条例㸦昭和48ᖺ日野町条例第「5号㸧ࡢ一部を次ࡼࡢう改正ࠋࡿࡍ 

 

改正ᚋ 改正前 

。定義) 。定義) 

第「条 略 第「条 略 

。1) 日野町内住所を᭷ࡿࡍ者。国民健康保険法。昭和」」ᖺ法ᚊ第

19「号)第116条又ࡣ第116条ࡢ「第1項若しくࡣ第「項ࡢ規定ࡾࡼ

同項規定ࡿࡍ他ࡢ市町村ࡀ行う国民健康保険ࡢ被保険者さ

法ᚊ。昭和57ᖺ法ᚊ第80ࡿࡍ関確保ࡢ医療ࡢ者及び高齢者ࡿࢀ

号)第55条第1項。同法第55条ࡢ「第「項࠾い࡚準用ࡿࡍ場合を含

ᚋ期高齢者医ࡢ他ࡿࡍ規定同項ࠊࡾࡼ規定ࡢ第「項ࡣ又(ࠋࡴ

療広域連合ࡀ行うᚋ期高齢者医療ࡢ被保険者さࡿࢀ者を除

くࠋ) 

。1) 日野町内住所を᭷ࡿࡍ者。国民健康保険法。昭和」」ᖺ法ᚊ第

19「号)第116条又ࡣ第116条ࡢ「第1項若しくࡣ第「項ࡢ規定ࡾࡼ

同項規定ࡿࡍ他ࡢ市町村ࡀ行う国民健康保険ࡢ被保険者さ

法ᚊ。昭和57ᖺ法ᚊ第80ࡿࡍ関確保ࡢ医療ࡢ者及び高齢者ࡿࢀ

号)第55条第1項又ࡣ第「項ࡢ規定ࠊࡾࡼ同項規定ࡿࡍ他ࡢᚋ

期高齢者医療広域連合ࡀ行うᚋ期高齢者医療ࡢ被保険者さࢀ

 (ࠋ者を除くࡿ

。「) 略 。「) 略 

。」) 日野町住所を᭷し࡚いた認ࠊࡾࡼࡇࡿࢀࡽࡵ高齢者

第「項」ࡢ法ᚊ第55条第1項。同法第55条ࡿࡍ関確保ࡢ医療ࡢ

同法第48ࠊࡾࡼ規定ࡢ第「項ࡣ又(ࠋࡴ場合を含ࡿࡍい࡚準用࠾

条ࡢ規定基࡙ࡁ設置さࢀた鳥取県ᚋ期高齢者医療広域連合ࡀ

行うᚋ期高齢者医療ࡢ被保険者さࡿࢀ者 

。」) 日野町住所を᭷し࡚いた認ࠊࡾࡼࡇࡿࢀࡽࡵ高齢者

ࠊࡾࡼ規定ࡢ第「項ࡣ法ᚊ第55条第1項又ࡿࡍ関確保ࡢ医療ࡢ

同法第48条ࡢ規定基࡙ࡁ設置さࢀた鳥取県ᚋ期高齢者医療広

域連合ࡀ行うᚋ期高齢者医療ࡢ被保険者さࡿࢀ者 

「及び」 略 「及び」 略 

  

。助成) 。助成) 

第」条 略 第」条 略 

「 前項ࡢ規定ࡿࡼ助成ࡢ額ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 「 前項ࡢ規定ࡿࡼ助成ࡢ額ࠊࡣ次ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 

。1) 別表第1号ࡽ第」号ま࡛掲ࡿࡆ者ࡢうちࠊ次ࡢいࢀࡎ

支日常生活及び社会生活を総合的ࡢ障害者。ࡢࡶࡿࡍ該当

援ࡿࡍたࡢࡵ法ᚊ。ᖹ成17ᖺ法ᚊ第1「」号)第5条第「4項規定

࡞対象ࡢ(ࠋいう自立支援医療ࠖࠕ自立支援医療。以下ࡿࡍ

。1) 別表第1号ࡽ第」号ま࡛掲ࡿࡆ者ࡢうちࠊ次ࡢいࢀࡎ

支日常生活及び社会生活を総合的ࡢ障害者。ࡢࡶࡿࡍ該当

援ࡿࡍたࡢࡵ法ᚊ。ᖹ成17ᖺ法ᚊ第1「」号)第5条第「「項規定

࡞対象ࡢ(ࠋいう自立支援医療ࠖࠕ自立支援医療。以下ࡿࡍ

-」- 



 

申ࡢ同法第5」条第1項ࠊࡎࡽわࡶࡿあ࡛ࡽ明ࡀࡇࡿ

請をし࡞い者。以下ࠕ自立支援医療未申請者 (ࠋを除く(ࠋいうࠖ

 全額ࡢ医療費ࠊࡣあっ࡚

申ࡢ同法第5」条第1項ࠊࡎࡽわࡶࡿあ࡛ࡽ明ࡀࡇࡿ

請をし࡞い者。以下ࠕ自立支援医療未申請者 (ࠋを除く(ࠋいうࠖ

 全額ࡢ医療費ࠊࡣあっ࡚

ア 略 ア 略 

イ 略 イ 略 

。「)及び。」) 略 

 

。「)及び。」) 略 

  附 則 

 ࠋࡿࡍ施行ࡽᖹ成」0ᖺ4᭶1日ࠊࡣ条例ࡢࡇ 

-4- 


